
MOTORCYCLE

○×
保険

安心町9
自 賠 責

に12-34

安心町

に12-34

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 ●http://www.jibai-adr.or.jp
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
  電話  7®0120-159-700

自賠責の支払いに関して紛争が生じた場合など

公益財団法人 交通遺児等育成基金  ●http://kotsuiji.or.jp
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階
  電話  7®0120-16-3611

交通遺児などに対する育成給付金、生活資金、入学支度金の支給など

独立行政法人 自動車事故対策機構  ●https://www.nasva.go.jp
〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1アルカイースト19階
 NASVA交通事故被害者ホットライン
  電話 0570-000738
  IP電話からは 03-6853-8002

交通事故に関する相談先の紹介、介護料の支給、短期入院費用の助成、
療護施設の運営、交通遺児などに対する育成資金の無利子貸付など

もし、自賠責保険・共済に加入せずに
運行した場合には・・・

無保険（共済）車・無車検車を
見かけたら・・・

もし、こんなことがあなたに起こったら・・・
交通事故の被害者に対する
さまざまな救済対策

国土交通省では、自動車事故による被害者に対して、各種
団体や病院などと提携し、さまざまな救済対策を行って
います。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk5_000012.html

1年以下の懲役または50万円以下の罰金（自動車損害賠償保障
法）、および違反点数6点となり、免許停止（道路交通法）などの
処分の対象となります。もし、人身事故を起こした場合は多額の
損害賠償金を自分で支払わねばなりません。

検 索検 索

交通事故被害者に必要な自賠責保険（共済）制度、各種
支援制度及び支援相談機関等の情報を網羅的に紹介す
るパンフレットを作成しております。

交通事故被害者向けのパンフレット

（https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html）
国土交通省　交通事故にあったときには

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館14階（本部）ほか全国一円

自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談など（無料）

弁護士による無料の電話相談
（通話料有料）

 電話   0570-078325
 IP電話からは 03-3581-1770

（https://www.n-tacc.or.jp）
で検索 日弁連交通事故 検 索検 索

検 索検 索無保険車通報窓口

のご案内
自賠責保険・自賠責共済
交通事故からあなたの未来を守る

自賠責保険（共済）未加入での運行は法令違反です！

本パンフレットに関するお問い合わせは、以下の担当にご連絡ください。

国土交通省 自動車局 保障制度参事官室：03-5253-8111（内線：41418）

または、　国交省　交通事故にあったときには　パンフレット　 で検索

平成27年３月　発行平成29年３月　増刷平成31年３月　増刷令和 ２年３月　増刷

後遺障害

医療

損害賠償

刑事手続

遺族

相談支援機関

※本パンフレットは国土交通省ホームページにも掲載しております。

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html） 

脳脊髄液減少（漏出）症とは…
脳脊髄液減少（漏出）症とは

　脳脊髄液減少（漏出）症は、交通事故やスポーツ等

により体への衝撃が加わった場合によって脳脊髄液

が漏れ出すことにより、頭痛やめまいなど様々な症

状を引き起こすもので、誰にでも起こりえる疾病と

言われています。　病気の原因を含めて、医学的な解明が進められて

いる疾患であり、研究が進められているところです。

　頭痛やめまいなどの症状が続く場合には、医療機

関を受診するなどの対応が必要です。

　医療機関において、脳・脊髄MRI、CT等の検査を行います。　

　治療方法としては、水分補給や安静にして横に寝ることが有

効とされています。　また、必要に応じてブラッドパッチ療法 *を施行します。平成

23年に「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準」が公表

され、平成 28年に「脳脊髄液漏出症」に対するブラッドパッチ療

法が社会保険適用になりました。また、令和元年12月に「脳脊髄

液漏出症診療指針」が発行されました。

　国土交通省では、平成 23年の「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準」の公表、平成 28

年の「脳脊髄液漏出症」に対するブラッドパッチ療法の社会保険適用、令和元年 12月の「脳脊髄液

漏出症診療指針」の発行を受けて、この診療指針等を有効に活用し、適正な保険金の支払いを通じ

て被害者保護の一層の充実に努めるよう、保険会社等へ通知を行っております。病態が知られてい

ないことで苦しんでいる被害者を含めて、今後も広く周知を行ってまいります。

　頭痛、首の痛み、めまい、吐き気、耳鳴り、疲れやすい、

不眠等のさまざまな症状が現れることがあります。　 
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脳脊髄液減少（漏出）症の症状等

2

脳脊髄液減少（漏出）症の受診と治療方法

3

国土交通省の取り組み

4
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脊髄
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脳脊髄液減少（漏出）症の症状例

* ブラッドパッチ療法
患者ご本人の血液を硬膜の外側に注入し、   

その血液で硬膜の漏出部位を塞ぐ方法です。

※詳しくは裏面の「自賠責の加入は簡単です」をご覧ください

『自賠責』保険共 済
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さ
っ
そ
く

自
賠
責
を

更
新
し
よ
う
！

今
日
は
街
で

買
い
物
し
よ
う
！

自
賠
責
が
切
れ
て
る
よ
！

交
通
事
故
は
い
つ
起
こ
る
か

わ
か
ら
な
い
か
ら
気
を
つ
け

な
く
ち
ゃ
！

あ
ぶ
な
か
っ
た
ー
！

自
賠
責
の
加
入
は
ラ
イ
ダ
ー
と
し
て
の

義
務
だ
か
ら
ね
！

そ
ろ
そ
ろ
バ
イ
ク
に

乗
り
換
え
よ
う
っ
と
！

到
着
ー
︒

変
身
！

よ
ー
し
！

出
発
ー
！

う
ん
！

ち
ょ
っ
と

待
っ
て
！



▶自賠責制度とは・・・ ▶自賠責の限度額は・・・ ▶自賠責の有効期限チェック方法は・・・

▶自賠責の契約から支払いまでの流れは・・・

▶もし自賠責保険・共済に加入していなかったら・・・

▶交通事故の被害者数は・・・

　　多額の賠償金を自己負担することになります。
　 　◆ 死亡事故による自賠責保険金支払額平均2,400万円
　　加害者が支払えない場合は、被害者救済のため国が一時的に
　　立替払いしますが、全額加害者よりお返し頂きます。
　 　◆ 国の立替払額は、右記自賠責限度額の範囲内となります。

（出典：警察庁交通局）

○ 保険料・共済掛金（各社一律同額）
離島以外の地域（沖縄県を除く）に適用する保険料・共済掛金 （単位：円）

（令和2年4月現在）
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自家用乗用自動車

軽自動車
（検査対象車）

小型二輪自動車
（250cc 超）
軽二輪自動車
（126～ 250cc）
原動機付自転車
（125cc 以下）

60ヵ月 48ヵ月 36ヵ月 24ヵ月 12ヵ月

○ 損害の範囲・支払限度額表

自賠責保険・共済の契約から
保険金・共済金の支払いまでの流れ

傷害による損害

死亡による損害

死亡に至るまでの
傷害による損害

後遺障害に
よる損害

損害の範囲

治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料 最高120万円

最高3,000万円

最高120万円

逸失利益、慰謝料等

葬儀費、逸失利益、慰謝料

（傷害による損害の場合と同じ）

支払限度額（被害者1名あたり）

●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
　傷害を残して介護が必要な場合
　常時介護のとき：最高4,000万円
　随時介護のとき：最高3,000万円
●後遺障害の程度により
　第 1 級：最高3,000万円
　第14級：最高75万円

ステッカーを貼らずに
運行した場合

根拠法令

有効期限切れステッカーを
表示した場合

自賠責ステッカー

30万円以下の罰金

30万円以下の罰金

50万円以下の罰金

道路運送車両法

20万円以下の罰金

自動車損害賠償保障法

車検ステッカー

QRコード

○交通事故の発生状況（令和元年度）は、
・発生件数：38万1,237件
・負傷者数：46万1,775人
・死 者 数：3,215人
　　　　　　　　　　にも上ります。

事故はこんなに
起きているんだね！
ちゃんと自賠責に
加入しないと！

ステッカーに記載の有効期限をチェックしましょう。

https://www.jibai.jp

自賠責保険・共済は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠
償の確保」と、万一あなたが「交通事故の加害者になってしまった場
合の経済的負担を補う」制度です。
クルマやバイク（原動機付自転車を含む）1台ごとに、加入が義務づ
けられています。

交通事故の損害の状況に応じて、被害者 1人ごとに保険金・共済金
が支払われます（支払限度額が決められています）。
交通事故の被害者は、加害者が自賠責保険・共済に加入している損
害保険会社・共済協同組合・農業協同組合に対して、直接、損害賠
償額を請求することができます。

保険金・共済金は、損害保険会社・共済協同組合や農業協同組合
から支払われます。国土交通省はその支払いが適正かつ迅速に行
われるよう基準を定め、監督しています。

各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合はじめ、クルマ・
バイクの販売店や保険（共済）代理店でも、簡単な手続で加入で
きます！
250cc 以下のバイク（原付含む）なら、一部のコンビニや郵便局、
インターネットでも、簡単な手続で加入できます！

自転車は自賠責保険・共済に加入できません。
自転車による事故も補償対象とする保険・共済には個人賠償
責任保険・共済などがあります。
ご加入希望の方は、各損害保険会社・共済協同組合や農業協
同組合またはお近くの保険（共済）代理店へお問い合わせくだ
さい。

交通事故は年間に38万件以上発生し、死傷者数も46万人を超え
ています。

▶自賠責の加入は簡単です

自転車保険について
【参考】

詳しくは・・・

排気量250cc以下のバイク（原
付を含む）はナンバープレートの
ステッカーの有効期限をチェッ
ク。（ステッカーの色は全７色あ
り、年ごとに異なります）

自動車及び排気量250ccを超え
るバイクは車検ステッカーの有効
期限をチェック。
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▶ステッカーの貼替え忘れにご注意！！

1

2

検 索検 索自賠責ポータルサイト

ご存じですか、自賠責のこと　  。「自賠責」への加入は、クルマやバイクを持つ人、使用する人、すべての人の義務です。


